
改定後 改定前

第２1条（期限の利益の喪失）

～略～

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第２２条第１項の規定

（ただし、第２２条第１項第６号・第７号・第８号・第９号の事由に基づく場合を除きま

す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、２回払いおよびボー

ナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全

額を支払うものとします。

～略～

４．本会員は、第２２条第１項第７号、第８号または第９号の事由に該当したことが判明し

た場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を

支払うものとします。

第２1条（期限の利益の喪失）

～略～

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第２２条第１項の規定

（ただし、第２２条第１項第６号・第７号・第８号の事由に基づく場合を除きます）により

会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、２回払いおよびボーナス一括払

いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払う

ものとします。

～略～

４．本会員は、第２２条第１項第７号または第８号の事由に該当したことが判明した場合、

本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うも

のとします。

第２２条（会員資格の取消）

１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と

認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

～略～

⑨当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の（イ）から（ホ）に掲げる行為

その他これらに準じる当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合

（第三者を利用して行った場合を含む）

～略～

⑪会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて

上記①から⑩に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。

３．当社は、会員が本条第１項第７号、第８号または第９号の事由に該当した場合、会員の

保有する当社が発行する全てのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すこと

ができるものとし、当社と会員とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除する

ことができるものとします。

第２２条（会員資格の取消）

１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と

認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

～略～

⑨当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の（イ）から（ホ）に掲げる行為

その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合（第三者を利用

して行った場合を含む）

～略～

⑪会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて

上記①から⑩に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。

３．当社は、会員が本条第１項第７号または第８号の事由に該当した場合、会員の保有する

当社が発行する全てのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができる

ものとし、当社と会員とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することがで

きるものとします。

第３０条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）

～略～

２．会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、前項の支払方法に係る

債務を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、

下記＜繰上返済の可否および方法＞に定めるとおりとします。

第３０条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）

～略～

２．会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、１回払いに係る債務の

全部または一部を前項の支払方法に係る債務を繰上げて返済することができます。現在ご利

用可能な繰上返済の方法および条件は、下記＜繰上返済の可否および方法＞に定めるとおり

とします。
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＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等＞

・リボルビング払い　実質年率　１５．０％

・分割払い

＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等＞

・リボルビング払い　実質年率　１５．０％

・分割払い

＜分割払いのお支払い例＞

利用金額５０，０００円、１０回払いで分割払いをご利用された場合

①　分割払手数料…５０，０００円×（８．２０円÷１００円）＝４，１００円

②　支払総額…５０，０００円＋４，１００円＝５４，１００円

③　分割支払額…５４，１００円÷１０回＝５，４１０円

＜分割払いのお支払い例＞

利用金額５０，０００円、１０回払いで分割払いをご利用された場合

①  分割払手数料…５０，０００円×（６．８０円÷１００円）＝３，４００円

②  支払総額…５０，０００円＋３，４００円＝５３，４００円

③  分割支払額…５３，４００円÷１０回＝５，３４０円



＜繰上返済の可否および方法＞ ＜繰上返済の可否および方法＞

◆「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約（ｉＤ会員）

改定後 改定前

第２条（同意）

～略～

２．ｉＤ会員（携帯型）は、当社がクレジット事業（クレジットカード、ファクタリングを

含む）、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業に関す

る次の目的のために前項の①から③の情報を利用することを同意します。

第２条（同意）

～略～

２．ｉＤ会員（携帯型）は、当社がクレジット事業（クレジットカード、ファクタリングを

含む）、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の

目的のために前項の①から③の情報を利用することを同意します。

◆個人情報の取扱いに関する同意条項

改定後 改定前

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）

～略～

２．会員は、当社がクレジット事業（クレジットカード、ファクタリングを含む）、保証事

業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業に関するの次の目的の

ために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）

～略～

２．会員は、当社がクレジット事業（クレジットカード、ファクタリングを含む）、保証事

業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の目的のために前

項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。



第２条（信用情報機関への登録・利用等）

１．本会員および本会員の予定者（以下総称して「本会員等」という）は、当社が、本規約

に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の信用情報機関（個人の支払能力・返済

能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする

者。以下「加盟信用情報機関」という）および加盟信用情報機関と提携する下記の信用情報

機関（以下「提携信用情報機関」という）に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報

が登録されている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員によって登録される契

約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含

む）を本会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

２．本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報（下表の「登録情報」記載の情

報、その履歴を含む）が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、な

らびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本

会員等の支払能力・返済能力に関する調査のため利用されること、に同意します。

～略～

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）

１．本会員および本会員の予定者（以下総称して「本会員等」という）は、当社が、本規約

に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関（個人の支払能力に

関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下

「加盟信用情報機関」という）および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関

（以下「提携信用情報機関」という）に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登

録されている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員によって登録される契約内

容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を

本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

２．本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報（下表の「登録情報」記載の情

報、その履歴を含む）が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、な

らびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本

会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。

４.本会員等は、当社が加盟する信用情報機関が、当該機関および提携信用情報機関の加盟会

員による本会員等の支払能力・返済能力の調査に資することを目的に、保有する信用情報を

以下のとおり利用すること、および加盟会員に提供することに同意します。

①信用情報機関が保有する信用情報

当社が加盟する信用情報機関は、下記の信用情報を保有します。

（イ）本条２．により、当社を含め、信用情報機関の加盟会員から提供を受けた情報

（ロ）信用情報機関が収集した（イ）以外の情報

（ハ）信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情

　　　報、その関連情報

②信用情報機関による信用情報の利用

当社が加盟する信用情報機関は、保有する信用情報を下記のとおり利用します。

（イ）信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報機関の業務を適切に実

　　　施するための処理

（ロ）信用情報の分析等の処理およびそれに基づく数値等の情報の算出

③信用情報機関による加盟会員に対する信用情報の提供

当社が加盟する信用情報機関は、信用情報（①（イ）（ロ）（ハ））を加盟会員へ提供しま

す。また、信用情報（①（イ））を、提携信用情報機関を通じてその加盟会員へ提供しま

す。

（新設）



＜登録される情報とその期間＞ ＜登録される情報とその期間＞

＜加盟信用情報機関の名称・電話番号＞

○名　　称：株式会社シー・アイ・シー

（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）

 （削除）

　電話番号：０５７０－６６６－４１４

　ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp

※契約期間中に新た信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得る

ものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞

○名　　称：株式会社日本信用情報機構

　電話番号：０５７０－０５５－９５５

　ホームページアドレス：https://www.jicc.co.jp

○名　　称：全国銀行個人信用情報センター

 （削除）

　電話番号：０３－３２１４－５０２０

　ホームページアドレス：https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。な

お、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

（株式会社シー・アイ・シーが実施する「クレジット・ガイダンス」については、上記の同

社のホームページをご覧ください。）

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞

○名　　称：株式会社シー・アイ・シー

（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）

所 在 地：〒１６０‐８３７５  東京都新宿区西新宿１－２３－７　新宿ファーストウエスト

１５階

　電話番号：０１２０－８１０－４１４

　ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp

※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意

を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞

○名　　称：株式会社日本信用情報機構

　電話番号：０５７０－０５５－９５５

　ホームページアドレス：https://www.jicc.co.jp

○名　　称：全国銀行個人信用情報センター

　所 在 地：〒１００－８２１６  東京都千代田区丸の内１－３－１

　電話番号：０３－３２１４－５０２０

　ホームページアドレス：https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。な

お、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第６条（個人情報の開示・訂正・削除）

１．会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところ

により、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

①当社に開示を求める場合には、第１０条第２項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手

続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当

社所定の方法（インターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせしておりま

す。

②信用情報機関に開示を求める場合には、第２条記載の連絡先へ連絡してください。

第６条（個人情報の開示・訂正・削除）

１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めると

ころにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

①当社に開示を求める場合には、第１０条第２項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手

続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当

社所定の方法（インターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせしておりま

す。

②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第２条記載の連絡先へ連絡してください。


